
別紙　【経済的支援にかかる要件・審査資料・審査基準（案）】

要件 審査資料 審査基準（案）

条例　第１０条

建物等が不良な状態にあると認める場合 ・区役所からの報告（堆積者及び地域の生活環境の調査結果　等） 別紙　経済的支援　審査基準　（案） …『１　堆積物の内容・程度』

当該建物等に係る堆積者の近隣の住民の生活環境
が著しく損なわれている

・臭気…区役所からの依頼に基づく環境局調査
・害虫…区役所からの報告（堆積者及び地域の生活環境の調査結果　等）
・防火…区役所からの報告（堆積者及び地域の生活環境の調査結果、消防局資料等活用）

別紙　経済的支援　審査基準　（案） …『２　不良な状態の内容・程度』

当該堆積者が経済的理由により自ら不良な状態を解
消することが困難であると認めるとき

・要綱　第３条第１項各号による（下欄　参照） ―

当該堆積者の申出に基づく

要綱　第７条
・経済的支援申請・同意書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類
　資産・収入に関する申告書（様式第２号）、親族に関する申告書（様式第３号）、
　支援を行うに当たり必要な調査に関する同意書（様式第４号）、
　その他市長が必要と認める書類

―

ただし、第８条第１項の規定による命令を受けた堆積
者が正当な理由なく当該命令に従わない場合にあっ
ては、この限りでない

・過去の命令記録等 ―

要綱　第3条第１項

(1)　収入の状況
世帯全員の直近の市町村民税が非課税である

・要綱　第７条　様式第２号～第４号
　　世帯全員の市町村民税が非課税であること ―

世帯全員の直近の市町村民税が非課税である
　　世帯全員の市町村民税が非課税であること
　　【申告に基づき、担当課が、窓口サービス課に閲覧を申請】

―

(2)　不動産（土地・建物の保有）
土地、建物その他の不動産を所有していないこと
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、こ
の限りでない

・要綱　第７条　様式第２号、第４号
　土地、建物その他の不動産を所有していないこと、ただし生活保護に準じて、居住用家屋
（処分価格が利用価値に比して著しく大きいものを除く）であれば保有を認める
　
　【申告に基づき、担当課が、窓口サービス課に閲覧を申請】

【市長が特別の事情があると認めるとき：具体的な事例】
・堆積者が現に居住の用に供しており、売却が困難な場合
・不動産担保型生活資金貸付制度（リバースモゲージ）の貸付要件に該当
しない場合

(3)　資産（現金、預貯金、金融商品、債権等）の保有
・単身世帯　１５０万円以下
・複数世帯　２００万円以下（世帯員全員の総額）
ただし、現に最低限度の生活維持のために活用され
ている資産その他市長が必要と認めるものを除く。

・要綱　第７条　様式第２号、第４号
・直近の預金残高を記帳した預金通帳の写し
　　【申告に基づき、区内の主要金融機関へ預貯金照会】
　　（金融機関の任意の協力を求めて行うものであり、強制的に保有情報を提出させること
　　　はできない）

【現に最低限度の生活維持のために活用されている資産その他市長が必
要と認める：具体的な事例】
・債権、証券等の資産など換金できる資産を保有していない。
・所有する資産を売却することによって堆積者の精神的負担増が懸念され
る場合

【市長が特別の事情があると認めるとき：具体的な事例】

資料① 参照

(4)　支援の回数
過去に支援を受けたことがないこと
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、こ
の限りでない

・区役所からの報告による（堆積者及び地域の生活環境の調査結果　等）
・過去に受けた経済的支援と新たに受ける経済的支援の合計金額が100万円以下であること
・かつ、過去に経済的支援を受けた後に、生活環境や心身の状態の変化等　やむを得ない
事情により再び不良な状態となっている

【市長が特別の事情があると認めるとき：具体的な事例】
・過去に受けた経済的支援と新たに受ける経済的支援の合計金額が100
万円以下であり、かつ、過去に経済的支援を受けた後に、生活環境や心
身の状態の変化等やむを得ない事情により再び建物等が不良な状態と
なっているが、支援を行うことで不良な状態の解消が見込まれる場合

№
２
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別紙　【経済的支援にかかる要件・審査資料・審査基準（案）】

要件 審査資料 審査基準（案）

要綱　第３条第３項

当該不良な状態にある建物等の所在地の校区等地
域（おおむね小学校区の範囲を基本とする地域をい
う。）において形成された地域活動協議会（地域活動
協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱
第２条第１項に規定する地域活動協議会をいう。）に
参画する市民活動団体の代表者その他これに準ず
ると市長が認める者から、市長に対して不良な状態
の解消を求める要望

・区役所からの報告による（堆積者及び地域の生活環境の調査結果　等） 別紙　経済的支援　審査基準　（案） …『３　近隣住民の被害状況』

要綱　第９条

要綱第７条の規定による申請があったときは、同条
各号に掲げる書類を審査し、大阪市住居における物
品等の堆積による不良な状態の適正化に関する審
議会の意見を聴いたうえで、支援をすることが適当で
あると認めたとき

・区役所からの報告による（堆積者及び地域の生活環境の調査結果　等）
　要綱　第７条
　・経済的支援申請・同意書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類
　　資産・収入に関する申告書（様式第２号）、親族に関する申告書（様式第３号）、
　　支援を行うに当たり必要な調査に関する同意書（様式第４号）、
　　その他市長が必要と認める書類

別紙 経済的支援 審査基準（案） …『４　支援の有効性』
　・経済的支援の有効性
　　　（経費見積の概算額が１００万円を超える場合の堆積物撤去の検討）
　・再発防止策の有効性
　　　撤去後の支援策の検討
　　　（堆積者への見守り実施、ホームヘルパー派遣による家事援助等）
別紙 経済的支援 審査基準（案） …『５　他の方法による解消の可能性』
　・ﾘﾊﾞｰｽﾓｹﾞｰｼﾞ等、経済的支援以外の不良な状態の解消方法の検討
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大項目 小項目 観点 基準 各基準の説明 審査方法

　a　著しく多い 堆積物が屋内に収まりきれず、屋外にあふれ出している。

　ｂ　多い
堆積物が屋外にあふれ出してはいないが、居住者の生活空間を著
しく圧迫。

　ｃ　少ない
堆積物が居住者の生活空間を著しく圧迫しているとまではいえない
程度。

　a　堆積物のほとんどが不良な状態を生じさせる物品等である 堆積物のほとんどが、生ゴミ、汚物、危険物等である。

　ｂ　堆積物の中に不良な状態を生じさせる物品等が半分以上 堆積物の中に生ゴミ等が占める割合が半分以上。

　ｃ　堆積物の中に不良な状態を生じさせる物品等がわずか 堆積物の中に生ゴミ等が占める割合が半分以下。

　a　悪臭が発生している程度が著しい 悪臭の程度が、臭気指数で22以上

　ｂ　悪臭が発生している 悪臭の程度が、臭気指数で10以上22未満

　ｃ　悪臭が発生していない、又は発生していてもわずかである 悪臭の程度が、臭気指数で10未満

　a　害虫が発生している程度が著しい 害虫等が、容易に目視できる程、発生している状態である

　ｂ　害虫が発生している 害虫等が、物品等をよけた際に目視できる状態である

　ｃ　害虫が発生していない、又は発生していてもわずかである 害虫等は生していない、又は発生していてもわずかである

　a　火災の危険性が著しい
建物の内外に堆積物等が山積しており、放火等でいつ火災が発生
してもおかしくない状態。

　ｂ　火災の危険性がある 堆積物により、火災が発生する蓋然性が高い状態。

　ｃ　火災の危険性がない 堆積物を原因とする、火災が発生する蓋然性が低い状態。

　a　その他の不良な状態が発生している程度が著しい
その他の不良な状態の程度が通常の受忍限度を大幅に超えた状
態。

　ｂ　その他の不良な状態が発生している その他の不良な状態の程度が通常の受忍限度を超えた状態。

　ｃ　その他の不良な状態が発生していない その他の不良な状態の程度が通常の受忍限度の範囲内。

別紙　【経済的支援　審査基準　（案）】　　　

堆積している物品等の堆積量（推計）か
ら、支援の必要性を評価する（量が多
いほど自己撤去は期待し難く、また屋
外に溢れ出ている場合等は近隣の生
活環境への影響も大きいため、支援の
必要性は大きい）。

堆積している物品等の内容によって、
支援の必要性を評価する（堆積物が生
ゴミなど不良な状態の発生源になりや
すい物であるほど支援の必要性は大き
い）。

発生している悪臭の程度（臭気測定等）
によって、支援の必要性を評価する（悪
臭の程度が高いほど支援の必要性は
大きい）

　①堆積物の量

小項目③～⑥（当てはまる
項目のみ）のうち、１つでも
ａ　がある。
または当てはまる項目のう
ち２つ以上　ｂ　がある。

判定が　ｂ　以上

判定が　ｂ　以上　②堆積物の内容

　１　堆積物の内容・程度

　２　不良な状態の内容・程度

　⑥その他の不良な状態

　⑤火災の危険性

　④害虫

　③悪臭

発生している害虫の程度によって、支
援の必要性を評価する（害虫の発生量
が多いほど支援の必要性は大きい）

火災発生の危険性の程度によって、支
援の必要性を評価する（堆積物が紙類
など可燃性の高い物であるほど支援の
必要性は大きい。また当該地域には放
火事件が多いといった地域性等も加味
して判断）

悪臭、害虫、火災発生のおそれ以外の
事象により、地域の生活環境が著しく
損なわれている程度によって、支援の
必要性を評価する（生活環境が損なわ
れている程度が高いほど支援の必要
性は大きい）

資料② 参照
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大項目 小項目 観点 基準 各基準の説明 審査方法

別紙　【経済的支援　審査基準　（案）】　　　

　a　近隣住民が著しく苦痛を感じている 近隣住民から苦痛を訴える声が頻繁・広範に出ている。

　ｂ　近隣住民が苦痛を感じている 近隣住民から苦痛を訴える声が出ている。

　ｃ　近隣住民が苦痛を感じていない 近隣住民から苦痛を訴える声は出ていない。

　a　不良な状態の解消に非常に効果があると見込まれる
不良な状態を原因の根本から解消することができる（堆積物の全
撤去など）。

　ｂ　不良な状態の解消に効果があると見込まれる
不良な状態を受忍限度程度まで減じることができる（堆積物の部分
撤去など）。

　ｃ　不良な状態の解消に効果はないと見込まれる 不良な状態を受忍限度程度まで減じることができない。

　a　再発の防止に非常に効果があると見込まれる
その防止策を実施することにより、再発する可能性がほとんど考え
られない。

　ｂ　再発の防止に効果があると見込まれる その防止策を実施することにより、再発の可能性を小さくできる。

　ｃ　再発の防止に効果はないと見込まれる その防止策を実施しても、再発を抑えることができない。

　a　他の方法による解消の可能性は無い
収入・資産がない、又はあってもﾘﾊﾞｰｽﾓｹﾞｰｼﾞの利用等による自費
撤去は不可能と判断される。

　ｂ　他の方法による解消の可能性が有る
収入・資産があり、ﾘﾊﾞｰｽﾓｹﾞｰｼﾞの利用等により自費撤去が可能と
判断される。

計画している経済的支援により不良な
状態が解消される有効性の程度によっ
て、経済的支援の必要性を評価する
（有効性が低い支援ほど認められ難
い）

ﾘﾊﾞｰｽﾓｹﾞｰｼﾞの利用など経済的支援以
外の不良な状態の解消方策の有無に
より、支援の必要性を評価する（不動産
所有ケースの「速やかに処分できない
状態」については、ここで判断する）

近隣住民が不良な状態により受けてい
る苦痛の程度によって、支援の必要性
を評価する（住民の苦痛の程度が大き
いほど支援の必要性は大きい）

　⑦近隣住民の被害状況

判定が　ｂ　以上

判定が　ａ

判定が　ｂ　以上

判定が　ｂ　以上

　５　他の方法による解消の可能性

　３　近隣住民の被害状況

　⑩他の方法による解消

　⑧経済的支援の有効性

　⑨再発防止策の有効性

計画している再発防止策（見守り等）に
より再発が防止される有効性の程度に
よって、支援の必要性を評価する（有効
性が低い支援ほど認められ難い）

　４　支援の有効性
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⑦経済的支援（補足事項） 

 ○支援の要件（２）「土地、建物その他の不動産を所有していないこと」について 

  『生活保護法における保護の実施要領について』（昭和38.4.1厚生省社会局長通知）第3 資産の活用について   より 

  

 ・当該世帯の居住の用に供される家屋 

   →保有を認めること。ただし、※１処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、 

この限りではない。 

    また、※２要保護者向け不動産担保型生活資金の利用が可能なものについては、当該貸付資金の利用によってこれを 

    活用すること。 

 

    ※１…判断が困難な場合は、原則として各実施機関が設置するケース診断会議等において、総合的に検討を行う 

       こととされており、大阪市でのケース診断会議における著しく大きいと認められる金額の目安については、 

       評価額・実勢価格の定義はないが、おおむね２，５００万円程度とされている。 

     

    ※２…要保護者向け不動産担保型生活資金（社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会事業） 

       貸付対象→６５歳以上の高齢者世帯で評価額が５００万円以上の居住用不動産を有し、本資金制度を利用 

               しなければ生活保護の需給が必要となる世帯 

資料① 
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